
平成２４年度 ２月補正予算参考資料

経済対策関係

トータルコストの表記について
トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あ

くまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致し
ていません。
また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものにつ

いては、人件費を0としています。





平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

２款 総務費
６項 防災費 危機対策・情報課（内線：7873）
１目 防災総務費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補正 計 国 庫 起債 その他 一般 備考

支出金 財源

(新)島根原子力発電所に
係る原子力防災緊急対策 0 471,689 471,689 466,276 5,413
事業

トータルコスト 0 487,781 487,781 （補正に係る主な業務内容）
従事する職員数 0人 2.0人 2.0人 情報通信システムの増強等の整備

工程表の政策目標(指標) －
事業内容の説明

【「地域の元気臨時交付金」一部充当事業】

１ 事業の目的・概要
平成25年1月26日に実施した島根原子力発電所防災訓練の結果及び反省点等を踏まえ、緊急に実

施する必要がある防災対策について対策を講じる。

２ 主な事業内容
〔事業概要〕

原子力災害の発生に備えて、情報通信システムの増強等、原子力防災体制の強じん化を図るため
に必要な措置を講じる。

（単位：千円）
事業内容 説明 予算

情報通信システムの増強 ・災害対策本部において、各種情報の収集整理と的確
整備 な指揮を行うとともに、市町村、現地災害対策本部

や関係機関との情報共有を円滑に行うため、複数の 145,000
情報を同時に表示できるよう既存設備を更新整備す
る。

・災害対策本部設置前の迅速な対応と機微情報等情報
の管理を適切に行うため「緊急事態対処センター（仮
称）」を新設し、災害対策室と同様の映像・音響設備
及びそのコントロール機能を有するための設備を整
備する。

可搬型衛星通信地球局整 境港市、米子市等多地点での災害において、迅速に
備 災害現場等の映像を県庁等に送信し、情報共有を図る 30,000

ための可搬型の衛星通信機材を整備する。
ＷＥＢ会議システムの増 インターネット回線を利用したWEB会議システムの
強整備 強化を図るため、システムを２重化すると共に、３６ 3,000

５日２４時間保守を行う体制を整備する。
西部総合事務所災害対策 住民避難等において災害対策本部の重要な拠点とし
本部室の強化整備 て西部総合事務所に設置する現地災害対策本部の機能 20,526

強化のため、必要な情報を収集・整理するための機器
等を整備する。

コンクリート屋内退避施 原子力災害対策指針において、効果があると認めら
設の表示灯 れているコンクリート屋内退避について、コンクリー 3,600

ト屋内退避施設に該当することを周知するための看板
の設置等を行う。

防護資機材の整備 ＵＰＺ（緊急時防護措置を準備する区域）圏内の米
子市及び境港市内の公共施設を始め、県庁、市役所及 69,563
び防災関係機関等に放射線測定機器を配備する（原子
力発電施設周辺地域防災対策等交付金を充当）。

要援護者等屋内退避施設 緊急時に即時避難が困難な要援護者や住民等を安全
整備関係 に避難させるため、弓ヶ浜半島地域において、一時的 200,000

な屋内退避施設に放射線防護機能を付加するための費
用を補助する（原子力災害対策施設等整備費補助金を
充当）。

３ これまでの取組状況、改善点
○平成24年9月、原子力災害対策特別措置法の改正等に伴い、鳥取県は島根原子力発電所に関して関
係周辺都道府県に法的に位置づけられるとともに、新しい原子力災害対策指針の策定に伴い、境港
市及び米子市の一部がＵＰＺ（緊急時防護措置を準備する区域）となったことから、国の交付金を
活用して原子力防災対策を進めているところだが、平成23年度までは国による予算措置がなされて
いなかったため、整備が遅れている。

○必要な防災対策については、原子力に係る交付金等に限定せず、様々な財源を活用して整備を行
っていくが、国の予算配分が十分でない中、初期投資に必要な費用は国の原子力防災対策予算によ
り措置することを継続して要望していく。
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

２款 総務費
６項 防災費 危機対策・情報課（内線：7950）
１目 防災総務費 （単位：千円）

財 源 内 訳

事 業 名 補正前 補正 計 国 庫 起債 その他 一般 備考
支出金 財源

(新)災害情報共有・業務 <17,500> 県負担額
支援システム整備事業 0 71,414 71,414 35,707 35,000 707 18,207

トータルコスト 0 76,241 76,241 （補正に係る主な業務内容）
従事する職員数 0人 0.6人 0.6人 災害情報共有・業務支援システムの構築
工程表の政策目標(指標) －
事業内容の説明

１ 事業の目的・概要
災害時における県・市町村・防災関係機関等による災害対応業務の効率化や迅速化、住民等へ

の情報伝達手段の拡充を図るため、国の平成２４年度補正予算の補助金（防災情報通信基盤整備
事業）を活用し、災害情報(地図情報含む)を集約、情報共有し、住民等への情報配信機能等を有
する「災害情報共有・業務支援システム」の整備を行う。

２ 主な事業内容
災害時において、県・市町村・防災関係機関等がリアルタイムで書込み・閲覧可能な情報共

有基盤として、『操作性(効率性)や被害状況・対応状況及び分析資料等の集約を重視したシステ
ム』とするとともに、耐災性や徳島県等の防災情報システムとの共通性を考慮したシステムを
整備する。

【主な機能】
項 目 説 明

①災害情報・対応状況 災害情報(地図情報を含む)・対応状況の収集・即時集約（消防庁様式
の即時集約 等）

②受信情報一元化 他システムも含めた受信情報一元化（気象・河川水位情報等）
③被害・対応整理 レポート機能（現場等からの被害報告、対応状況及び今後の対応一覧）
④支援要請・対応整理 市町村等からの支援要請及び対応状況等の整理
⑤分析・対応策整理 収集情報を活用した分析（課題・問題点の抽出）と対応策の整理
⑥資料作成支援 本部会議、報道提供及び消防庁報告資料中の指定様式資料作成
⑦地図情報・システム 地図情報（ＧＩＳ）による状況可視化及び電子ホワイトボードへの接

情報の室内共有 続によるシステム情報の共有
⑧情報配信一元化・配 とりネット、あんしんトリピーメール等の情報配信操作の簡略化や公

信媒体の拡充 共情報コモンズシステムを活用したテレビ等配信媒体の拡充

〔システムイメージ〕

３ これまでの取組状況、改善点
○平成２４年度、市町村からの災害情報等報告様式を見直すとともに、電子メール等により情
報収集を行い、庁内ＬＡＮデータベース等に手動で登録することによる整理・集約に努めた。

○住民等への情報伝達手段として、あんしんトリピーメール、とりったー(ツイッター)、とりネッ
ト、とりネット(携帯電話版)に加えて、平成２４年６月から緊急速報(エリア)メールを導入した。

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置額を除いた金額である。
総負担額は起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。
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※地図上でも状況
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災害情報共有システムＤＢ
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・防災気象情報
・本部設置
・被害情報及び対応状況
・支援要請及び対応状況
・避難勧告・指示、避難所情報
・河川水位情報
・電気、ガス、水道状況
・孤立地域情報 等
（地図情報含む）
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対策

とりったー

市町村県 消防・気象台等関係機関
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

２款 総務費

６項 防災費 危機対策・情報課（内線：7789）

１目 防災総務費 （単位：千円）
財 源 内 訳

事 業 名 補正前 補正 計 国 庫 起債 その他 一般 備考
支出金 財源

(新)消防防災ヘリコプ
ター運航用無線中継局 0 20,921 20,921 20,921
整備事業

トータルコスト 0 22,530 22,530 （補正に係る主な業務内容）
消防防災ヘリコプターとの連絡用無線の整

従事する職員数 0.0人 0.2人 0.2人 備
工程表の政策目標(指標) －

事業内容の説明
【「地域の元気臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要

災害時等において消防防災ヘリコプターが、県内の情報収集や災害活動を行うための連絡手
段として活用するヘリ運航用無線（航空波）の中部地区における電波状態の改善を図るため、
中部地区（鉢伏山）に無線中継局を整備する。

２ 主な事業内容

東部無線局（消防防災航空センター）及び西部無線局（古峠山）のみのヘリ運航用無線（航
空波）では、三徳山、鉢伏山、大山及び蒜山が障害となり中部地区の低空では電波が入りづら
くなる。この状態を解消する方策として、中部地区の良好な電波状態をカバーする無線中継局
を中部地区（鉢伏山）に新設する。

３ これまでの取組状況、改善点

従前は防災行政無線（移動系）を主として活用し地上隊との連絡を行っていたが、防災行政
無線の更新整備（平成２３～２４年度）に伴い、平成２４年度に移動系を廃止し、衛星携帯電
話に切り替えることとしていた。このような中で、昨今の救命救急事案の増加により救命救急
士が消防防災ヘリに配置され、衛星携帯電話を病院等と優先的に利用することがより効果的な
救急活動につながること等が明らかになった。
そこで、中部地区にヘリ運航用無線（航空波）の中継局を整備することにより、県下全域で

ヘリ運行用無線（航空波）の円滑な通信が可能となり、平成２４年度整備する衛星携帯電話と
の併用により、防災ヘリの安全な飛行と的確かつ効果的な活動調整が可能となる。

消防防災航空センター

鉢伏山

古峠山

ヘリ運航用無線概要図

今回追加整備箇所

飛行高度を下げると電波が入りずらい範囲

地上活動部隊

既存運航用無線局

航空センターはヘリ
運航用無線で航空
調整を行う。

ドクターヘリ業務では、
衛星携帯電話を利用し
てドクターの指示や処
置について常時連絡。

病院等

地上活動部隊
も衛星携帯電
話を使いヘリ
と活動調整。
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料
２款 総務費

２項 企画費 情報政策課（内線：７８５２）

２目 計画調査費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）鳥取情報ハイ
<25,000> 県負担金

ウェイ強靱化事業 0 100,990 100,990 50,000 50,000 990 25,990

トータルコスト 0 100,990 100,990 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 契約業務

工程表の政策目標（指標） 鳥取情報ハイウェイを安定運用し活用を促進する。

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

県及び市町村の情報システムに不可欠の基幹回線となった鳥取情報ハイウェイについて、防災上

の観点から、光ファイバケーブルの迂回路の整備等を行いネットワークの強靱化を図るとともに、

全体的な耐災害性の検討・調査を行う。

２ 主な事業内容

（１）ネットワーク強靱化事業

鳥取情報ハイウェイの中でも最重要拠点であるＮＯＣ（県庁）と米子ＰＯＰ（西部総合事務所）

について、光ファイバケーブルの被災リスクを低減するため、迂回路の整備等を行う。

※国補正予算による地域公共ネットワーク強靱化事業（補助率２分の１）を活用

○県庁～東町郵便局前

現行ルートを一部変更するとともに地中化

○西部総合事務所～新日野橋東側

現行の９号線ルートのほかに、新たに迂回路を整備

整備費用 100,000千円

※ＮＯＣ（Network Operation Center）とは、鳥取情報ハイウェイのネットワーク制御及び監

視を行い、かつ、利用者の接続点となるネットワークの中枢施設である。

ＰＯＰ（Point Of Presence）とは、鳥取情報ハイウェイのネットワーク制御を行い、か

つ、利用者の接続点となるネットワークの拠点施設である。

（２）災害対応検討事業

鳥取情報ハイウェイの耐災害性を効率的に高め、被災リスクの低減を図るため、全体的な現状

調査を行うものである。

鳥取情報ハイウェイの管理運営を委託している（株）鳥取県情報センターへの業務委託により、

現実的に実施可能、かつ、効果の高い対応策を検討する。

（想定内容）

・光ファイバケーブルのさらなる経路追加（二重化）

・拠点施設の機能強化（停電対策等）

・大規模災害発生時の仮復旧（民間通信回線の活用等）

・岡山情報ハイウェイとの相互接続の活用

調査委託料 990千円

注）起債欄の上段< >書きは交付税措置額を除いた額である。

備考欄の県費負担は起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料
８款 土木費

５項 都市計画費 公園自然課（内線：７３６９）

３目 公園費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（公共事業） 〈31,500〉 県負担額

都市公園安全安心 108,824 127,283 236,107 63,641 63,000 642 32,142

事業

トータルコスト 116,870 127,283 244,153 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 1.0人 0.0人 1.0人 公園施設改修に係る設計委託、工事発注等

工程表の政策目標（指標） 都市公園の適正な管理・整備を通じて、公園の安全・安心な機能向上に資する。

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

県立都市公園の各施設において、安全で安心な利用の向上を図るため、国の緊急経済対策を活用し

て、緊急性・必要性の高い箇所の改修等を実施する。

２ 主な事業内容

（単位：千円）

公園名 補 正 額 内 容

布勢総合運動公園 111,764 ○体育館複合火災受信機改修、空調伝熱管改修

○遊具広場ネット、補助競技場スタート部改修 ほか

東郷湖羽合臨海公園 13,076 ○夢広場屋根葺替

○老朽東屋撤去、テニスハウス手すり改修 ほか

燕 趙 園 2,443 ○道の駅「燕趙園」の看板設置

計 127,283

３ これまでの取組状況、改善点

○県立都市公園施設については整備から３０年前後を経年しており、老朽化が進行していることか

ら、平成２３年度より都市公園長寿命化計画を策定してきたところ。

○今後は長寿命化計画に基づき詳細な年次計画を策定し、それに基づき適宜年次改修を行っていく。

（注）起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

県負担額は記載欄の〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

農政課（内線：7646）
（単位：千円）

財 源 内 訳
事業区分 補 正 前 補 正 計 備 考

起 債 その他 一般財源国 庫 支 出 金

県費負担一般公共事 <204,500> (負担金等)
52,996 257,496業計 3,818,391 1,919,044 5,737,435 1,366,195 409,000 90,853

県費負担<15,500>
850 16,350直轄事業計 36,400 31,850 68,250 31,000

事業内容の説明

１ 概要
を活用し、事業前倒し等を行うことに伴い増額補正を行うものである。国の緊急経済対策補正

（単位：千円）２ 事業内訳

事 業 区 分 補正前 補 正 補正後

10,000 12,000 22,000基幹水利施設ストックマネジメント事業

県営畑地帯総合整備事業 380,000 145,000 525,000

経営体育成基盤整備事業 20,000 30,000 50,000

(新)県営農業生産基盤整備事業調査 0 43,000 43,000

42,005 45,910 87,915農業体質強化基盤整備促進支援事業

(新)団体営農業水利施設保全合理化事業 0 4,250 4,250

県営特定農業用管水路等特別対策事業 105,000 100,000 205,000

256,600 39,000 295,600県営地域ため池総合整備事業

農村災害対策整備事業 56,000 50,000 106,000

(新)県営農地防災事業調査 0 32,000 32,000

0 480,000 480,000(新)震災対策ため池調査事業

造林事業 932,720 229,558 1,162,278

フォレスト・コミュニティ総合整備事業 515,000 40,000 555,000

山のみち地域づくり交付金事業 400,000 100,000 500,000

0 53,625 53,625(新)林道専用道開設事業

(新)林道改良事業 0 39,750 39,750

(新)林道点検診断・保全整備事業 0 76,500 76,500

保育事業 39,367 24,243 63,610

保安林改良事業 67,888 50,208 118,096

(新)水産基盤整備事業 0 324,000 324,000

一般公共事業（補正に係るもの）計 2,824,580 1,919,044 4,743,624

フロンティア漁場整備事業負担金 36,400 31,850 68,250

36,400 31,850 68,250直轄事業（補正に係るもの）計

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは交付税措置を除いた額である。
備考欄の県費負担は起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料
６款 農林水産業費
３項 農 地 費 農地・水保全課（内線：7323）
４目 農地防災事業費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 計 備 考補正前 国庫支出金 起 債 その他 一般財源

（新）
（公共事業）
震災対策ため池調査 0 480,000 480,000 480,000
事業
トータルコスト 0 492,069 492,069 （補正に係る主な業務内容）
従事する職員数 0.0人 1.5人 1.5人 ため池耐震性点検、施設現況点検（漏水、老朽度等）

工程表の政策目標（指標） ―

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要
東日本大震災では、ため池決壊により人命が失われるなどの甚大な被害が発生し、ため池の安全性の確認

が求められていることから、国の緊急経済対策補正により新たに創設された事業を活用し、地震による被災の影
響が大きいため池の耐震性点検等を行うものである。

(単位：千円)２ 主な事業内容

項目 事業主体 事業内容 予算額 備考

耐震性点検 県 鳥取県地域防災計画に位置付けている重要ため 422,000 国10/10
池（堤高15ｍ以上）及び決壊した場合、下流に人
家や主要な公共施設（国道や主要地方道、鉄道
等）があり被害が甚大となるため池（75箇所）につ
いて、耐震性点検を行う。

施設現況点検 県 受益面積２ｈａ以上のため池（580箇所）につい 58,000 国10/10
て、施設点検（漏水、クラック、変状、周辺状況
等）を行う。

合 計 480,000

３ これまでの取組状況、改善点
施設の現場点検については、県、市町村及び地元関係者でため池点検パトロール（漏水のチェック、施設

管理の現地指導）を行っており、平成20年度から平成23年度までに351箇所のため池の点検を実施した。
今回の施設現況点検では、ため池点検パトロールの実施内容に追加して、委託によりため池堤体のクラック、

変状や、洪水吐の沈下、破損状況についても点検し、より高い安全性を確保したい。
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料
６款 農林水産業費
５項 水産業費 水産課（内線：7309）
９目 水産基盤整備事業費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 国庫支出金 起 債 その他 一般財源 備 考

（新）
（公共事業） <81,000> 県費負担

水産基盤整備事業 0 324,000 324,000 162,000 162,000 81,000

トータルコスト 0 325,609 325,609 （補正に係る主な業務内容）
従事する職員数 0.0人 0.2人 0.2人 イワガキ着定基質の製作、設置委託

工程表の政策目標（指標） ―

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

「夏輝」ブランドで知られるイワガキは、鳥取県の沿岸漁業における重要対象種である。しかし、近年漁獲量

が減少している。そこで資源の増産を図るため、イワガキ増殖場を整備する。

２ 主な事業内容

国の緊急経済対策補正を活用し、事業進捗を図る。 (単位：千円)

項目 事業主体 事業内容 予算額 参考

イワガキ増殖 県内９地区において、イワガキが付着するため
場整備 県 の着定基質（コンクリートブロック等）を製作、設 324,000 国1/2

置してイワガキの増産を図る。

計 324,000

３ これまでの取組状況、改善点

県では、平成18年度に「鳥取県イワガキ資源回復計画」を策定し、漁期（６月１日から８月31日まで）及び漁

獲サイズ（殻高10ｃｍ以上または重量200ｇ以上）を制限することにより、資源回復を図ってきた。その結果、イワ

ガキ漁獲量は減少傾向にあるものの、年間100トン以上で推移している。今後、イワガキ増殖場を整備すること

により、イワガキ漁獲量の増産が見込まれる。

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置を除いた額である。
備考欄の県費負担は起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料 

県土総務課（内線：7345） 
（単位：千円） 

事業区分 補正前 補 正 計 
財  源  内  訳 

備 考 
国庫支出金 起 債 その他 一般財源 

一般公共事業計 28,851,207 13,031,446 41,882,653 7,277,175 
<2,276,500> 

4,553,000 
64,042 1,137,229 

県費負担 

3,413,729 

単県公共事業計 9,776,361 659,625 10,435,986 348,193  22,437 288,995  

一般直轄事業計 4,313,799 1,562,499 5,876,298  
<779,500> 

1,559,000 
 3,499 

県費負担

782,999 

 事業内容の説明       
１ 概要 

 「復興・防災対策」、「成長による富の創出」、「暮らしの安心・地域活性化」の３分野を重点とし
た国の緊急経済対策を活用して、社会資本の老朽化対策、風水害・土砂災害対策などの防災・減災対策、
通学路の交通安全対策などを重点的に前倒して実施し、県民のあんしん・安全の確保等に取り組む。 
 なお、単県公共事業の財源に国庫支出金があるものは、緊急経済対策で創設された「地域の元気臨時
交付金」を活用しているもの。 

２ 事業内訳                                                             （単位：千円） 

 補正前 補正 補正後

16,321,803 6,164,985 22,486,788

1,255,251 303,050 1,558,301

3,489,236 2,731,975 6,221,211

425,931 165,900 591,831

3,725,252 2,524,394 6,249,646

516,107 104,985 621,092

0 58,000 58,000

1,693,464 694,985 2,388,449

774,711 167,672 942,383
180,000 115,500 295,500

28,381,755 13,031,446 41,413,201

683,056 284,500 967,556

6,000 11,000 17,000

689,056 295,500 984,556

4,726,023 139,530 4,865,553

1,992,010 83,995 2,076,005

1,348,881 105,000 1,453,881

277,648 15,600 293,248

91,749 20,000 111,749

8,436,311 364,125 8,800,436

3,474,002 908,668 4,382,670

405,331 485,048 890,379

85,924 19,417 105,341

159,040 109,757 268,797

136,500 39,000 175,500

空港事業 1,109 609 1,718

4,261,906 1,562,499 5,824,405

漁港事業

道路橋りょう事業

砂防事業

港湾事業

一般公共事業（補正に係るもの）計

道整備交付金事業（広域農道）

河川事業

港湾事業

道路事業

海岸事業

空港整備事業

治山事業

街路事業

単県公共事業（補正に係るもの）計

道路事業

河川事業

砂防事業

事業区分

港湾事業

一般直轄事業（補正に係るもの）計

道路橋りょう事業

街路事業

地方特定道路整備事業
（補正に係るもの）計

河川事業

海岸事業

砂防事業

漁港事業

 

 

 

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置額を除いた額である。 

   備考欄の県費負担は、起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。 
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料
５款 労働費

１項 労政費 雇用人材総室［雇用就業支援室］（内線:７２２９）
１目 労政総務費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備 考

国 庫 支 出 金 起 債 その他 一般財源

鳥取県緊急雇用
創出事業臨時特 1,340,000 900,000 2,240,000 900,000
例基金造成事業

トータルコスト 1,340,000 900,000 2,240,000 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 ―

工程表の政策目標(指標) 緊急雇用対策のための基金事業による雇用創出

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要
臨時的な雇用機会の創出を図るための事業の実施を目的とした「鳥取県緊急雇用創出事業臨

時特例基金」を積み増しする。

２ 主な事業内容
現在、国からの交付金により「鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金」を造成し、雇用機会

の創出を図るための事業の財源に充当している。
今回、国の補正予算により、「起業支援型地域雇用創造事業」が創設され、交付金の追加交

付が見込まれるため、「鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金」を積み増しするもの。

○補正額（基金への追加造成額） ９００,０００千円

緊急雇用創出事業臨時交付金交付決定状況 （単位：百万円）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

区 分 二次 一次 二次 経済 補 正 三次 経済対策 今回 合 計
補正 補正 補正 対策 補正 第２弾 補正予算

緊 急 雇 用 1,570 3,620 0 0 0 0 － － 5,190
重 点 分 野 － － 1,550 880 730 0 1,340 0 4,500
震 災 等 － － － － － 2,130 0 0 2,130
起業支援型 － － － － － － － 900 900

計 1,570 3,620 1,550 880 730 2,130 1,340 900 12,720

○今回の国の補正予算により実施する起業支援型地域雇用創造事業【新規事業】の内容
区 分 内 容

事 業 内 容 ○雇用創出に資する事業を民間企業、NPO等へ委託し、失業者を雇い入れて実施する。
○委託先の事業主が失業者を正規雇用した場合は一時金（１人あたり３０万円）を支給する。

対象企業等 ○起業後１０年以内の企業、NPO等。
実 施 期 間 ○平成２５年度末まで（平成２５年度途中に開始した事業は平成２６年度末まで）。
そ の 他 ○事業費に占める新規雇用失業者の人件費割合１／２以上であること。

○雇用期間は１年以内（被災求職者は複数回更新可）。
○新規雇用失業者の雇用期間算定には、現在実施している雇用創出の基金事業の雇用期間は通
算しない。

（参考）既存の雇用創出基金事業の内容
事業名 事 業 内 容 備 考

重点分野雇 一時的な雇用機会の創出を図るもののうち、特に ・H24年度経済対策第２弾により追加配当
用創出事業 重点分野（介護、医療、農林水産、環境・エネル 13.4億円

ギー、観光等）に係るもの。 ・事業実施期間を延長
平成24年度末まで⇒平成25年度末まで

地域人材育 重点分野において、一時的な雇用機会の創出を図 ・変更なし（平成24年度末まで）
成 りつつ、地域のニーズに応じた人材育成を行う。
震災等緊急 東日本大震災被災者または平成23年3月11日以降 ・変更なし（平成24年度末まで。ただし、
雇用対応事 の離職者等への雇用機会の創出を図る。 平成24年度中に事業開始した事業は平成
業 25年度継続実施）

３ これまでの取組状況、改善点
県内製造業最大手企業の再編などにより県内の経済、雇用情勢が非情に厳しいことから、基

金の積み増しや柔軟な取り扱いについて、その都度、本県の特殊事情への配慮を国へ要望して
きた。
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料
７款 商工費

１項 商業費 経済通商総室[経営支援室]（内線:７６５８）
２目 商業振興費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備 考

国 庫 支 出 金 起 債 その他 一般財源

地域商業活性
化促進支援事 12,773 9,722 22,495 9,722
業

トータルコスト 15,991 11,331 27,322 （補正に係る主な業務内容）
制度設計、市・実施主体との連絡調整、

従事する職員数 0.4人 0.2人 0.6人 申請・報告の審査、補助金事務

工程表の政策目 商業・サービス業の活性化：まちづくりの主体である市町村等と連携した商業
標（指標） （商店街）・サービス業の活性化

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要
商店街振興組合等が行う施設整備事業等に対して支援を行い、中心市街地、商店街の活性化

を図る。
２ 主な事業内容

商店街の環境整備事業等に対して支援を行う市に対して助成を行う。

事業内容 ◆築31年以上が経過し、鉄骨の腐食等、老朽化が著しいアーケードを改修、安全を確
保する。

◆老朽化した屋根材の交換等を行い、日中の明るさを確保する。
◆省エネ型のLED照明を設置し、CO2削減に貢献するとともに維持管理費の軽減を図る。

〔実施主体〕新鳥取駅前地区商店街振興組合

〔事業内容〕アーケード改修

事業費 〔総事業費（施設改修事業費）〕８６，６２５千円（予定）
補助対象経費 ８２，５００千円（国補助対象８０，０００千円）

国補助予定 ５３，３３３千円（２／３）
県補助予定 ９，７２２千円（１／９）
市補助予定 ９，７２２千円（１／９）
事業者負担 １３，８４８千円（１／９）

【県の補助制度の概要等】 制度概要と変更点（補助要件の変更）

補助金名 鳥取県地域商業活性化促進支援事業補助金
実施主体 組合（商店街振興組合など）等
対象事業 アーケード、カラー舗装、イベント広場・公園・緑地・街路灯・公衆便所等、店舗

（テナントミックスに資するものに限る。）及びこれらの施設と一体的に整備される
もの ほか

補助対象 施設整備及び当該施設と一体的に整備されるものの建設又は取得に要する経費（土
経 費 地の取得・使用・造成・補償費を除く。）及び設計管理料の合計額から国の補助金を

除いたもの（仕入控除税額を除く。）
補助率等 市町村が補助に要する経費の１／２以内又は補助対象経費の１／３以内のうちいず

れか低い額。
限度額 ５０，０００千円／件

補助要件 中心市街地活性化基本計画（中心市街地活性化法）、又は商店街活性化事業計画（地
域商店街活性化法）に基づいて実施する施設整備事業で、国の補助金（戦略的中心
市街地商業等活性化支援事業費補助金、中小商業活力向上補助金）を受けて行うも
のであること等。
⇒国の補助金に『地域商業再生事業費補助金』を追加。
（当該補助金は各計画に基づく実施事業に活用可能な補助金として平成２４年度新設）

※下線部が新たに追加する主な内容

３ これまでの取組状況、改善点
平成22年度：法勝寺町商業環境整備事業（米子市）、五臓圓ビル再生事業（鳥取市）
平成23年度：若桜街道商店街活性化事業（こむ・わかさ：鳥取市）
平成24年度：元町通り商業環境整備事業（米子市）
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策）説明資料
７款 商工費

２項 工鉱業費 産業振興総室[次世代環境産業室]（内線:７６５６）
２目 中小企業振興費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備考

国 庫 支 出 金 起債 その他 一般財源

（新）鳥取県地域
活性化総合特区推 0 1,136 1,136 512 624
進事業（超小型モ
ビリティ導入促
進）

トータルコスト 0 1,941 1,941 （補正に係る主な業務内容）
制度検討、補助金事務、事業実施者との

従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人 協議 など

工程表の政策目標 地域活性化総合特区の推進：とっとり幸せの感じ方指標（生活満足度、生活不
(指標) 安・不満度、県に対する成長期待度から検証する指標）の向上、各モデル事業

の実現

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要
鳥取発次世代社会モデル創造特区で目指す「e-モビリティ交通サービス」の実現に向け、新

たな交通サービス創出の足掛かりとなる超小型モビリティ導入に向けた検討を行う。
超小型モビリティ導入により地域資源を活かすアイデア、地域課題を解決できるアイデアを

募り、新たな乗り物である超小型モビリティのニーズを掘り起こすとともに、超小型モビリテ
ィ導入と地域活性化の取組との相乗効果による産業振興・雇用創造・元気なまちづくりを図る。

＊超小型モビリティとは
軽自動車よりコンパクトで小回りがきき、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足とな

る１～２人乗り程度の車両。導入・普及により、ＣＯ２削減のみならず、観光・地域振興、
都市や地域の新たな交通手段、高齢者や子育て世代の移動支援等の多くの副次的便益が期
待される。

国土交通省は、Ｈ２５年２月、超小型モビリティについて道路運送車両法の保安基準を
緩和した認定制度を新設。この制度を活用して公道走行が可能となる。

２ 主な事業内容

地域における超小型モビリティ活用計画を策定する。

（１）全体事業計画
・事業計画 H24～25：計画策定、H25中～：事業実施（車両導入）
・H24年度内に市町村に計画策定の意向確認。
・計画策定に当たり、県民から広くアイデア募集。
・総合特区区域内は県が主体となって申請（計画策定は特区内市町村と共同で検討）。
・総合特区区域外は市町村が主体となって申請（県が計画策定経費を補助）。
・また、計画策定に当たり第三者（学識経験者など）により計画の実現性、事業効果について

評価を実施。事業終了後は効果評価を実施。

（２）事業費
・計画策定検討会経費 ９１７千円（うち補助金１１２千円）
・事業評価経費 １１９千円
・事務費 １００千円 計１，１３６千円

３ これまでの取組状況、改善点
総合特区の１次指定申請結果（指定とならなかった）を踏まえ、２次指定申請を行った結

果、平成２４年７月に国の地域活性化総合特区の地区指定を受けた。
平成２４年秋に行われた国と地方の協議では、規制の特例措置の提案が認められず、総合

特区計画の申請には至っていないが、今春の計画認定を目指し、規制緩和協議に向け課題を
整理するとともに、モデル事業の実現に向けた取組を展開する。

e-モビリティ交通サービス事業においては、地域の手軽な移動手段となり得る１～２人乗
り程度の車両である超小型モビリティのニーズを掘り起こし、産業振興・雇用創造・元気な
まちづくりを目指すとともに、e-モビリティ交通サービス事業の実現を目指す。
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料
４款 衛生費

２項 環境衛生費 環境立県推進課（内線：７８７９）

４目 環境保全費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）

再生可能エネルギー 0 110,400 110,400 110,400

導入モデル事業

トータルコスト 0 110,400 110,400 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 施設整備

工程表の政策目標（指標） 県内外、国内外に対して再生可能エネルギーの普及、啓発を行う。

事業内容の説明
【「地域の元気臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要

国の緊急経済対策に伴う臨時交付金を活用し、木質バイオマスを活用した中山間地域の小規模分散

･自立型エネルギー供給システムのモデル施設を整備する。

２ 主な事業内容

県立農業大学校に木質バイオマスと地中熱を活用した以下の施設を整備する。

区 分 出力（kW） 用 途 事業費（千円）

木質チップボイラー 180 本館や寮の浴用の給湯用 79,711

木質ペレットボイラー 150 農業用ビニルハウスの加温 7,717

地中熱ヒートポンプ 15kW×２式 農業用ガラス温室の加温 22,972

計 110,400

３ これまでの取組状況、改善点
○平成２２年度に実施した「スマートタウン推進可能性調査事業」（総務省補助、県実施）により、

再生可能エネルギーの賦存量、利用可能量を調査した。

○平成２３年度に「再生可能エネルギー導入モデル事業」として、市街地、中山間地、温泉地の各モ

デルの基本計画･基本設計を行った。

○平成２４年度に今回整備施設（中山間地モデルの一部）の実施設計を行った。
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料
６款 農林水産業費

４項 林 業 費 森林・林業総室（内線：7254）

（ ）２目 林業振興費 単位：千円

財 源 内 訳
備 考事 業 名 補 正 計補正前

起債 その他 一般財源国庫支出金

鳥取県緑の産業再生

プロジェクト基金造成 3,821,501 3,803,95117,550 3,803,951

事業

18,355 (補正に係る主な業務内容)トータルコスト 3,803,951 3,822,306

－0.1人 0.0人 0.1人従事する職員数

－工程表の政策目標（指標）

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

強い林業・木材産業を構築するため、国が緊急経済対策により実施する木造公共施設やバイオマス利活

用施設の整備等への支援事業を活用して、需要に応じた機動的な生産体制を構築するために、鳥取県緑の

産業再生プロジェクト基金の積立金を増額する。

２ 主な事業内容

○今回積立額 千円3,803,951

（単位：千円）〈主な使途内訳〉

事 業 項 目 主な事業内容 補助率等 補助金

地域協議会の運営等 協議会運営に必要な事務費等 定額

地域材利用開発 民間事業体等が行う地域材を利用した 定額

新規用途の開発等

ソフト 地域材新規用途導入 県等が行う地域材のモデル実証の取組 定額

事 業 促進支援 等 85,250

加工・流通業者等への 加工流通業者等が借り入れる運転資金 定額

利子助成 の利子助成 （最大３％）

林業事業体の人材育 研修等の企画委員会の開催、森林施業 定額

成対策 プランナー育成研修等の実施等

木材加工施設等整備 民間事業体等が行う木材加工施設の整 1/2以内
ハード

備等 918,701
事 業

木造公共施設等整備 市町村等が行う木造公共施設の整備等 1/2以内

協議会支援 地域協議会が行う新たな地域の木質資 1/2以内
バイオ

2,800,000マス発
源を活用する施設の整備等

資金融通 バイオマス発電施設整備費に対する資 8/10以内電事業
金を融通

合 計 3,803,951

（単位：千円）３ これまでの取組状況、改善点

内 容 金 額 備 考

① 平成25年１月11日時点の積立額 4,765,288

現年(見込み) △1,251,952

② 平成24年度事業費 明許(見込み) △ 280,000

計 △1,531,952

③ ①により発生する運用益 9,503 運用期間：H24.5.31～H25.5.31

④ 今回積立額（見込み） 3,803,951

⑤ 合計（①＋②＋③＋④） ７,046,790

※⑤の額を平成25、26年度鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業で執行する予定
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料
６款 農林水産業費
５項 水 産 業 費 栽培漁業センター（電話：0858-34-3321）
１０目 栽培漁業センター費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備 考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）
栽培漁業センター施設 0 175,469 175,469 175,469
強化事業

トータルコスト 0 176,274 176,274 （補正に係る主な業務内容）
従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人 施設整備に係る事務

工程表の政策目標（指標） マサバ・アユカケ養殖技術の開発

事業内容の説明 【「地域の元気臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要

本県における陸上養殖の推進を目的に、新規参入する養殖経営体の育成や新たな養殖魚種の開発、大

量の養殖用種苗を確実に提供できる機能を強化するため、栽培漁業センターの施設の拡充を図る。

２ 主な事業内容

項 目 内 容 事業費(千円)

海水井戸の増設 今後の養殖技術開発試験、種苗増産、技術研修等に伴う飼育海水

不足を解消するため、海水井戸施設（70トン/時）を増設する。 70,567

アワビ中間育成施 養殖用アワビ種苗ニーズの拡大（105千個）に対応するため、アワビ

設・水槽の増設 の中間育成施設（13トン水槽４基）を増設、配管する。 71,269

生産種苗等の飼育 施設見学者による疾病の持込み・伝播を防ぐとともに、飼育展示の

展示施設の新設 充実を図るため、飼育展示施設を新設する。 21,625

閉鎖循環養殖用飼 新たな養殖対象種としてキジハタの閉鎖循環養殖技術開発を進

育試験設備の新設 めるための飼育試験設備および関連試験研究機器を整備する。 12,008

３ これまでの取組状況、改善点

本県における陸上養殖産業の振興を図るため、井戸海水（15～18℃）を用いたマサバ陸上養殖試験を行う

施設を平成24年度に整備した。マサバ養殖試験を行った結果、当初の計画より成長が良いことが確認されて

いる。

さらなる養殖振興を図るため、県内の業者より養殖希望があるアワビなどの種苗供給体制を整えるとともに、

キジハタ等の暖海性魚類の養殖に有利な閉鎖循環飼育システムの可能性を検討するため、県内業者・（独）

水産総合研究センターと共同で行うキジハタの閉鎖循環養殖試験に必要な機器を整備する必要がある。

また、施設内の防疫体制を強化するため、施設の隔離、施設見学者のための施設整備を行う必要がある。
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料
６款 農林水産業費
５項 水 産 業 費 水産課（内線：7309）
２目 水産業振興費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備 考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）
水産物鮮度保持・加工 0 420,000 420,000 420,000
施設整備事業

トータルコスト 0 420,000 420,000 （補正に係る主な業務内容）
従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 －

工程表の政策目標（指標） 将来にわたって安定的に水産物を供給する強い産地づくりの推進

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

本県における強い水産業づくりを推進するため、漁協が実施する水産加工・流通施設の整備に対して国緊

急経済対策補正を活用し支援を行う。

２ 主な事業内容

漁協が実施する水産加工・流通加工施設（冷蔵施設等）の整備に対し、経費の１／２を支援する。

費用負担：国１／２（間接補助）、事業者１／２

事業実施主体（予定） 整備内容 事業費 補助額

鳥取県漁業協同組合 冷凍冷蔵庫(1,500t)及び一次加工施設の 340百万円 170百万円
整備（鳥取港西浜地区）

山陰旋網漁業協同組合 一次加工施設の整備（境港） 500百万円 250百万円

３ これまでの取組状況、改善点

（１） 鳥取港西浜地区は、本県の基幹漁業である沖合底びき網漁の水揚げ地となっており、賀露から泊まで

の漁獲物を一元的に集荷・販売・出荷する市場として、本県水産業の重要な拠点となっている。

こうした拠点機能を維持・発展させるため、鳥取県漁業協同組合は、水産物の出荷調整・保管機能を

持つ冷凍冷蔵施設及び消費地ニーズに対応するための産地での一次加工施設を整備することとしてい

る。

（２） 境港では、市場において鮮魚付加価値向上のために魚体選別機を導入するなど流通改善の機運が高

まっている。

山陰旋網漁業協同組合は、この生産・流通の改革推進に併せ、養殖用餌料など、冷凍加工中心の量

的経営から質重視の付加価値を高めた食用加工販売への新たな取組を行うこととしている。
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平成２４年度鳥取県営病院事業会計補正予算（経済対策関係）説明資料

１款 病院事業費用

１項 医業費用 病院局総務課（内線：７７６８）

３目 経 費 （単位:千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備考

国庫支出金 起債 繰入金 その他

（新）中央病院 債務負担行為 債務負担行為 債務負担行為

機能強化整備基 （内部留保資金)

本構想策定事業 6,000 6,000 6,000

0 0 0 0

説 明

１ 事業概要

（１）中央病院本館は築後３７年を経過し、施設設備の老朽化が進むとともに狭隘化が顕著

で病院機能の向上にも支障が生じる状況にある。（平成２３年５月 耐震工事完了）

（２）この現状から、平成２３年度決算審査特別委員会において、早急に検討委員会を立ち

上げて建て替えの議論を始めるよう文書指摘されたところ。

（３）一方、平成２３年１１月策定の地域医療再生計画における中央病院と鳥取赤十字病院

の機能分担をさらに発展させ、東部保健医療圏の医療高度化を推進することを目的に、

平成２５年１月２８日に鳥取県知事と日本赤十字社鳥取県支部長との間で「鳥取県東

部保健医療圏の医療の高度化に向けた病々連携の推進に関する協定」を締結した。

（４）これらを踏まえながら、県立中央病院が引き続き東部保健医療圏の中核を担う高度急

性期医療体制を構築するため、外部有識者等から成る検討委員会を早急に立ち上げ、

病院改革基本構想策定に着手する。

【整備の方向性】

鳥取赤十字病院の改築にあわせて、連携・機能分担を行いながら、中央病院を５００床

以上の規模に増床するとともに、高度急性期病院として機能強化を図り、早期の完成を

目指す。

２ 所要経費 ６，０００千円

（内訳）・検討委員会開催経費

・施設配置・防災対策等検討委託経費 等
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料
２款 総務費

１項 総務管理費 財 政 課（内線：７０４８）

５目 財政管理費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備 考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（ 新 ）

鳥取県地域の元気・

公共投資臨時基金造 0 5,800,000 5,800,000 5,800,000

成事業

トータルコスト 0 5,800,000 5,800,000 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 基金造成

工程表の政策目標(指標) －

事業内容の説明 【「地域の元気臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要

国の平成２４年度第１次補正予算により本県に対して交付される地域の元気臨時交付金を、

平成２４年度のみならず平成２５年度以降においても公共投資の円滑な実施に活用するため基

金を造成するものである。

２ 主な事業内容

本県においては、約７５億円の交付が想定されるため、現段階で事業費充当している１７億

円を除く５８億円を、平成２５年度以降における地方単独事業等の財源とするため、基金に積

み立てる。

積み立てた基金については平成２６年度までに取り崩し、公共投資の円滑な実施に活用する。

区分 金額

交付想定額 ７５億円

今回の補正予算への充当額 １７億円

基金積立額 ５８億円

※ 交付金額算定根拠

・国１次補正に計上された公共事業に伴う地方負担額に、財政力指数等を勘案して都道府県毎

に設定された交付金率（本県においては０．９）を乗じた金額

・国１次補正に計上された森林整備加速化・林業再生整備交付金（うち、木造公共施設等整備、

木質バイオマス利用施設等整備、森林病害虫獣対策）の内示額に０．８を乗じた金額。

※ 充当事業の要件

・建設地方債対象事業であること

・国庫補助事業については、法令に国の補助率または負担率の定めがあるものでないこと
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平成２４年度一般会計補正予算(経済対策関係)説明資料 
８款 土木費 
 ３項 河川海岸費                     河 川 課（内線：７３７７） 
  １目 河川総務費                            （単位：千円） 

事 業 名 補正前 補正 計 財  源  内  訳  
備 考 国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）鳥取県海岸漂着物
対策基金造成事業費 0 200,000 200,000 200,000 0 0 0  

トータルコスト 0 200,000 200,000 （補正に係る主な業務） 
補助金の受入れ、基金造成 従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 

工程表の政策目標（指標） － 
事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

 海岸漂着物の円滑な回収及び処理並びに発生の抑制を図り、もって海岸における良好な景観及び環

境の保全に資する。 

 

２ 主な事業内容 

 緊急経済対策により創設され、本県に交付される海岸漂着物処理対策事業費補助金（仮称）を、平

成２４年度のみならず平成２５年度及び２６年度においても海岸漂着物処理対策事業の円滑な実施

に活用するため基金を造成する。 

＜基金の対象事業＞ 

  海岸漂着物の回収、処理及び発生抑制対策（発生原因・抑制に係る調査、啓発活動） 

  基金充当率：10／10 

 

＜基金規模＞ 

  ２億円  

※平成２１～２３年度に造成された地域グリーンニューディール基金（海岸漂着物処理対策分）の

配分実績に基づく概算 

 

３ これまでの取組状況、改善点 

  地域住民、ボランティア及び沿岸市町村と協働して海岸漂着物の回収・処分に取り組んでいる。 

  

処理の流れ 清掃 収集・分別 積込・運搬 処分 

実
施
主
体 

通常の漂着物（下記以外） 
ボランティア 

・住民 
海岸管理者（市町村へ委託） 

危険物、大量漂着物 海岸管理者（業者委託） 
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

３款 民生費

２項 児童福祉費 青少年・家庭課（内線：７８９３）

１目 児童福祉総務費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）

倉吉児童相談所改 0 17,050 17,050 17,050

築事業

トータルコスト 0 21,073 21,073 （補正に係る主な業務内容）

営繕課との連絡調整

従事する職員数 0.0人 0.5人 0.5人 設計業者との打ち合わせ

工程表の政策目標（指標） 児童虐待の未然防止と被虐待児の支援の充実

事業内容の説明 【「地域の元気臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要
倉吉児童相談所は、築後約４０年を経過し老朽化が進行していることに加え、相談・判定・一時

保護の各種業務を実施するにあたりスペースが不足していることから、施設の増改築整備を行う。

２ 主な事業内容
既存施設に不足している判定部門、一時保護部門の増改築整備を行うため、平成２４年度は、基

本・実施設計及び地質調査等を行う。

＜児童相談所の主な業務内容＞
(１)相談 児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じる。
(２)調査・診断・判 児童及び家庭における必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社

定 会学的及び精神保健上の判定を行う。

(３)一時保護 虐待など緊急保護が必要な場合、援助方針を決定するため行動観察を行う

場合、短期カウンセリング、生活指導等が必要な場合に一時保護を実施す

る。

(４)援助決定 調査・診断・判定及び一時保護の状況をもとに援助方針を決定。その際に

子どもの気持や保護者の意見を考慮して支援方針を決定する。

(５)市町村支援 専門的見地から市町村の業務を支援する。

＜整備概要＞

所 在 地 倉吉市宮川町二丁目３６

建 物 構 造 (既存部分)鉄筋コンクリート造２階建て＋(増築部分)木造２階建て

延べ面積６３５㎡（うち増築部分３２０㎡） ※昭和４３年５月竣工

整 備 期 間 平成２５年３月～平成２７年７月（予定）

総 事 業 費 ２２１，３５２千円（予定）

整 備 内 容 判定室の増設（１室→２室）、一時保護所児童居室の増設（２室→３室）、

学習室・静養室・食堂の個別整備、更衣室・宿直室・会議室兼多目的ホー

ルの新設等

＜整備スケジュール＞

平成24～25年度 基本・実施設計、地質調査、耐震診断、工損調査（事前）

平 成 ２ ６ 年 度 既存施設一部解体・増築工事及び既存施設改修工事

平 成 ２ ７ 年 度 工損調査（事後）

３ これまでの取組状況、改善点

平成２１～２２年度に児童相談所及び福祉保健部関係職員による「児童相談所のあり方検討会」

を設置し、外部の有識者の意見をいただきながら、今後の児童相談所のあるべき姿について検討し、

その結果を倉吉児童相談所の増改築整備に反映させた。
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

９款 警察費

１項 警察管理費 会計課（内線：８５０２）

３目 警察施設費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補正 計 備 考

国庫支出金 起 債 その他 一般財源

八橋警察署庁舎 500 154,571 155,071 54,571 100,000

移転整備事業

トータルコスト 10,155 154,571 164,726 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 1.2人 0人 1.2人 調整、契約

事業内容の説明 【「地域の元気臨時交付金」充当事業】
１ 事業概要

築後４０年経過し、老朽化及び狭隘化が進み業務の支障となっている八橋警察署庁舎の移転
整備を行う。
＜ 問題点＞
(1) 昭和４７年３月に建設され、築後４０年経過したことによる施設の老朽化及び狭隘化が業
務の支障となっている。

(2) 平成１７年４月の警察署の再編に伴い大山町（旧大山町、名和町）を管轄することになっ
たが、警察署が管轄区域の東端に位置していることから、新たに管轄となった地域において
発生する事案への対応（リスポンスタイム等）に支障が生じている。

(3) 島根原子力発電所において、福島第一原子力発電所の事故と同様の事故が発生し、米子、
境港警察署が避難区域に指定された場合、八橋警察署が溝口幹部派出所とともに米子、境港
警察署の代替機能を補うことになるが、現状の施設では狭隘で駐車スペースや設備もなく対
応不可能である。

２ 事業計画等
(1) スケジュール

事業年度 内 容
平成２４年度 測量及び用地購入に伴う調整、平成２５年度へ繰越
平成２５年度 敷地測量、用地購入
平成２６年度 基本・実施設計
平成２７年度 建設工事
平成２８年度 建設工事、竣工

(2) 所要経費
区 分 金額（千円） 備 考

委託料 ６，１７１ 測量・登記、移転補償費積算業務
公有財産購入費 １１４，４００ 建設用地購入
補償、補填及び賠償金 ３４，０００ 建物解体補償費

計 １５４，５７１ ※平成２５年度へ繰越
(3) 移転先の概要

ＪＲ赤碕駅南西に所在する民有地（東伯郡琴浦町赤碕、約8,000㎡、宅地）
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平成２４年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

10款 教育費

３項 中学校費

１目 中学校費 小中学校課（内線：７５７７）

（単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備考

国庫支出金 起 債 その他 一般財源

中学校教職員人件費 369,172 1,186 370,358 394 792

（スクールカウンセラー

配置事業）

トータルコスト 369,172 1,186 370,358 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 教育相談

工程表の政策目標（指標） 不登校児童生徒の出現率全

国平均以下

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

中学校に拠点を置くスクールカウンセラーの巡回相談時間数を増やし、いじめの未然防止や早

期の適切な対応等の取組の充実を図る。

２ 主な事業内容

○増加時間の合計

公立学校勤務のカウンセラー４７人×１時間×５週＝２３５時間

※公立学校配置のカウンセラー１人あたり週１時間増加

（２月下旬から３月までの５週間を予定）

○対象校

県内全ての公立小・中学校

３ これまでの取組状況、改善点

公立中学校全６０校と米子市立米子養護学校の計６１校にスクールカウンセラー４７名を配置

し、中学校はもとより校区内の小学校の相談にも応じている。

近年のいじめの深刻化や不登校児童生徒の増加などを背景に、児童生徒や保護者の抱える悩み

を受け止め、学校におけるカウンセリング機能の充実を図るため、臨床心理に専門的な知識・経

験を有する専門家を積極的に活用する必要が生じている。
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